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別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 1304 事務事業名 交通安全施設整備事業 作成部署 市民環境部　市民生活課

事務事業開始年度
根拠法令等 北広島市交通安全条例

〃  終了予定年度

内823・824

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 川原一志 課長職名 広吉正則 作成日 平成22年5月31日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 防犯と交通安全

施策） 交通安全の推進

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

交通安全施設の整備。（カーブミラー等交通安全施設の設置及び国道・道道管理者への施設
整備要望。信号機設置、速度規制、一時停止等の各種交通規制の公安委員会への要望）

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

事業内容の評価・点検に努め、継続事業の効果的な推進を図る。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

市民

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

だれもが安全に安心して通行できるよう、交通安全施設の整備を促進する。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 3,222 3,137 3,224 3,224

0.30

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 3,222 3,137 3,224 3,224

 ② 人　数（年間） 0.30 0.30 0.30

 ④ ＝②×③ 2,700 2,700 2,700 2,700

　総　事　業　費  ①＋④ 5,922 5,837 5,924 5,924

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 20年度(確定値) 21年度(確定値） 22年度(予定値)

1,862 1,862

固定式砂箱 4 4

活 動
指 標

カーブミラー 5 7 7

区画線 5,148

基 本
指 標

住民基本台帳 61,000 60,802 60,900 60,900

警戒標識 18 8 8

成 果

指 標

交通事故発生件数
件

255
（高速道路除）

【指標の定義（算式等）】

244
（高速道路除）

230
（高速道路除）【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】
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チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
市民を交通事故から守る上でも、行政が主体となっ
て実施することは妥当である。

整理番号 1304
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
交通安全施設整備は道路管理者等の責務であり、受
益者負担には馴染まない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
だれもが安全に安心して通行できるよう、交通安全
施設の整備に努めることは重要である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
交通安全施設（警戒標識、カーブミラー設置など）
整備により、交通事故の抑制効果が得られている。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

― ―

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 ―

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

市民要望や道路環境の変化に応じ、逐次交通安全施設の整備を図
る。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了


